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令和５年１月から３月までの最低賃金の履行確保に係る監督指導結果  

～最低賃金法違反率は 11.9％（前年に比べ 6.4 ポイント減少）～ 
 

宮城労働局（局長 竹内
たけうち

 聡
あきら

）では、最低賃金の履行確保を図るため、令和５年１

月から３月までの間に県内の全ての労働基準監督署において、集中的な監督指導を実

施しましたが、今般その結果を取りまとめましたので以下のとおり発表します。 

最低賃金制度は賃金の低廉な労働者の労働条件の改善を図るセーフティネットと

して重要な役割を有しており、宮城労働局では、昨年 10 月１日に宮城県最低賃金を

時間額 883 円に改正し（30 円引き上げ）、同年 12 月 15 日には「鉄鋼業」「電子部

品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」「自動車小売業」

にそれぞれ適用される特定最低賃金を改正し(28 円から 30 円の引き上げ)、県内の各

種団体、事業場、地方公共団体等をはじめ幅広くその周知広報を行ってきました。 

 

 

 １ 最低賃金法違反の状況（別紙参照） 

（１） 監督実施事業場数等（表１） 

・243 事業場に対し監督指導を実施 

・最低賃金額未満の賃金額で労働者を雇用していた事業場数は 29 事業場 

・最低賃金の違反率は 11.9％（前年度は 18.3％であり 6.4 ポイント減少） 

 

（２） 最低賃金額未満の労働者数（表 1） 

・ 最低賃金額未満の労働者数は 55 人 

・ 監督実施事業場全労働者数に占める割合は 3.3％ 
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（３） 監督実施事業場の最低賃金に対する認識（表２） 

・宮城県の最低賃金額を知っていた 83.5％ 

・額は知らないが最低賃金が適用されることを知っていた 15.2％ 

・最低賃金が適用されることを知らなかった 1.2％ 

 

（４） 最低賃金額以上を支払っていなかった主な理由（表３） 

①「適用される最低賃金額を知らなかった」６事業場・13.3％ 

②「月給制の労働者について、時間額に換算して最低賃金額以上の金額とな

っているか比較していなかった」10 事業場・22.2％ 

③「最低賃金改定を知っていたが賃金改定をしていなかった」９事業場・

20.0％ 

     なお、その他が 20 事業場で 44.4％を占めているが、「売上減・コスト

増により最賃額を支払うことができなかった」、「パート・アルバイトに

は適用されないと思っていた」などであった。 

 

２ 改善指導 

最低賃金額以上の賃金額を支払っていない事業場に対しては、最低賃金改定時

にさかのぼって最低賃金額以上の賃金を支払うよう改善指導を行った。 

 

３ 今後の対応 

宮城労働局では、引き続き、最低賃金制度及び最低賃金額について幅広く周

知を図るとともに、事業場に対しては最低賃金が適切に支払われているかを監

督指導等を通じて確認し、最低賃金の履行確保を図ることとしている。 

さらに、最低賃金引上げの影響が大きい中小企業・小規模事業者に対して、

生産性を向上させるための助成金の活用等の支援策について周知を図ることと

している。 

 

《参考資料》 

・ 宮城県の最低賃金 

・ 令和５年度 業務改善助成金のご案内 

 

  



最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果（令和５年 1 月～3 月） 

表１ 監督実施事業場数、同労働者数 

監督実施 

事業場数 

最低賃金 

未満 

事業場数 

違反率 

(%) 

監督実施 

事業場 

全労働者数 

最低賃金額未満労働者 

数 
比率 

（%） 

 

うち 

ﾊﾟｰﾄ・ 

ｱﾙﾊﾞｲﾄ数 

同比率 

（％） 

うち 

65 歳 

以上 

同比率 

（％） 

243 

(240) 

29 

（44） 

11.9 

（18.3） 

1,642 

（1,666） 

55 

（102） 

3.3 

（6.1） 

23 

（78） 

41.8 

（76.5） 

2 

（31） 

3.6 

（30.4） 

※ （ ）内は令和４年 1 月～3 月の監督実施結果（以下同じ） 

 

表２ 事業場における最低賃金に対する認識 

理        由 事業場数 割合（％） 

適用される最低賃金額を知っている。 203 83.5 

最低賃金額は知らないが、最低賃金が適用され

ることは知っている。 
 37 15.2 

最低賃金が適用されるとは知らなかった。    3    1.2 

合     計 243  

 

表３ 最低賃金額以上を支払っていなかった理由 

理        由 事業場数 割合（％） 

適用される最低賃金額を知らなかった。 6 13.3 

月給制の労働者について，時間額に換算して最

低賃金額以上の金額となっているか比較してい

なかった。 

10 22.2 

最低賃金改定を知っていたが賃金改定をしてい

なかった。 
9 20.0 

その他（売上減・コスト増により最賃額を支払う

ことができなかった、パート・アルバイトには適

用されないと思っていた等） 

20 44.4 

合     計 45  

※ 複数回答可のため事業場数の合計は最低賃金額以上を支払っていなかった事業場数

を超える。 

 

別紙 



【参考】 最低賃金を主眼とした監督指導の実施状況の推移 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

※グラフは監督を実施した年度を単位として作成しています。 
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適用される最低賃金 時間額 効力発生日

宮城県最低賃金 ８８３円
令和４年

10月 1日
鉄 鋼 業 ９８３円

令和４年

12月15日
電子部品・デバイス・電子回路，電気
機械器具，情報通信機械器具製造業

９１９円

自動車小売業 ９４６円

生産性を向上し賃金を改善させるための助成金

お問い合わせ先 宮城労働局賃金室 （ＴＥＬ022-299-8841）、または最寄りの労働基準監督署

宮城労働局

栗駒山（写真提供：宮城県観光プロモーション推進室）

業務改善助成金 キャリアアップ助成金 人材開発支援助成金
（人への投資促進コース）

生産性向上のための設備投資などを行って、
事業場内の最低賃金を一定額以上引き上
げた場合、その設備投資などの費用の一部
を助成する制度です。

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働
者といったいわゆる非正規雇用労働者の企
業内でのキャリアアップを促進するため正
社員化、処遇改善の取組を実施した事業主
に対して助成します。

「人への投資」を加速化するため国民の方
からのご提案を形にした訓練コースです。情
報技術分野認定実習併用職業訓練、定額
制訓練、自発的職業能力開発訓練等5つの
訓練が用意されています。

お問合せ先

宮城労働局雇用環境・均等室
Ｔｅｌ ０２２－２９９－８８４４

お問合せ先

宮城労働局職業対策課助成金センター
Ｔｅｌ ０２２－２９９－８０６３

お問い合わせ先



 
次の業種に該当する事業場で働く労働者には、以下の宮城県特定最低賃金が適用されます。 

 

宮城県特定 

最低賃金 

適用される業種・産業分類 

（※日本標準産業分類による業種コード） 

適 用 除 外 労 働 者 

(この欄に掲げる労働者は、宮城県最低賃金が適用になります。) 

鉄 鋼 業 

鉄鋼業(高炉による製鉄業、銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管，可

鍛鋳鉄を除く)、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業及びこ

れらの産業において管理，補助的経済活動を行う事業所を

除く。以下同じ。)又は純粋持株会社（管理する全子会社

を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに

限る。） 

※E22 鉄鋼業 
但し E220  管理、補助的経済活動を行う事業所（22鉄鋼業） 

E2211 高炉による鉄鋼業 

E2251 銑鉄鋳物製造業（鋳鉄管、可鍛鋳鉄を除く） 

E2252 可鍛鋳鉄製造業 

E229  その他の鉄鋼業            を除く 

(1) 18歳未満又は65歳以上の者 

(2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの 

(3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 

電子部品・デ

バイス・電子

回路、電気機

械器具、情報

通信機械器具

製造業 

電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製

造業、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社（管理す

る全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイ

ス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機

械器具製造業に分類されるものに限る。） 

※E28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

※E29  電気機械器具製造業 

※E30 情報通信機械器具製造業 

 

(1) 18歳未満又は65歳以上の者 

(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの 

(3) 次に掲げる業務に主として従事する者 

ア 清掃又は片付けの業務 

イ 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務 

ウ 手作業による部品の差し、曲げ若しくは切りの業務又は目視による検査の

業務 

エ 部品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型

電動工具を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け又は穴あけの業務 

注：主としてはんだ付けの業務に従事している者は適用除外労働者になりません。 

自動車小売業 

自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含

む)を除く。以下同じ。) 、当該産業において管理，補助

的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社（管理する全子

会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業に分類さ

れるものに限る。） 

※I5911 自動車（新車）小売業 

※I5912 中古自動車小売業 

※I5913 自動車部分品・付属品小売業 

注：カー用品店、自動車タイヤ販売店も適用 

(1) 18歳未満又は65歳以上の者 

(2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの 

(3) 清掃又は片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 

 

 
注：「主として事務の業務に従事する者」、「外国人技能実習制度における技能実習生」も宮城県特定最低賃金が適用されます 

 

最低賃金と支払賃金の比較方法 

  宮城県最低賃金は、県内の事業場に働くすべての労働者（臨時、パートタイマー、アルバイトを含みます。）に適用さ
れ、支払われた日給や月給は時給に換算してこの金額を上回る必要があります。 
なお、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与等臨時の手当、時間外・休日・深夜手当は最低賃金の計算から除外し

ます。 

 

 

 

 

 

 
 

宮城県最低賃金が適用される事業場で働くＡさんの労働条件は、月給153,500円、1日の所定労働時間

8時間、年間所定労働日数260日とします。 
 

     月給153,500円✕12か月 

                   ≒ 885.57円 ≧ 883円（宮城県最低賃金） 

  8時間✕年間所定労働日数260日     宮城県最低賃金クリアー！ 
 

【宮城県内の労働基準監督署】 

仙台労働基準監督署 ℡０２２－２９９－９０７５  大河原労働基準監督署 ℡０２２４－５３－２１５４ 

石巻労働基準監督署 ℡０２２５－２２－３３６６  瀬峰労働基準監督署 ℡０２２８－３８－３１３１ 

古川労働基準監督署 ℡０２２９－２２－２１１２   



令和５年度業務改善助成金のご案内

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向

上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

※申請期限：令和６年１月31日
（事業完了期限：令和６年２月28日）

事業場内最低賃金の

引き上げ

設備投資等
機械設備導入､コンサルティング､

人材育成･教育訓練など

業務改善助成金

を支給

（最大600万円）

業務改善助成金とは？

対象となる設備投資など

助成上限額や助成率などの

詳細は中面をチェック！

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。

また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。

経 費 区 分 対 象 経 費 の 例

機器・設備の導入
• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

経営コンサルティング 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

その他 店舗改装による配膳時間の短縮

対象事業者・申請の単位

※ 事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事

業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

• 中小企業・小規模事業者であること

• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること

• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、

（工場や事務所などの労働者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

申請の流れや注意事項は

裏面をチェック！

助成対象経費の拡充や助成対象経費の具体例（「生産性向上のヒント集」）について、詳しくは、リーフレッ

ト中面をご覧ください。

別々に

申請

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と

助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

＜例＞

○事業場内最低賃金が863円

→助成率9/10

○8人の労働者を953円まで引上げ（90円コース）

→助成上限額450万円

○設備投資などの額は600万円

540万円
(＝600万円×9/10)

450万円
(＝助成上限額)

＞

450万円が支給されます。

（設備投資費用×助成率） （90円コースの助成上限額）

工場A 事務所B



助成上限額・助成率

コース

区分

事業場内

最低賃金の

引き上げ額

引き上げる

労働者数

助成上限額

右記以外

の事業者

事業場規模

30人未満の

事業者

30円
コース

30円以上

１人 3 0 万円 6 0万円

２～３人 5 0 万 円 9 0万 円

４～６人 7 0 万 円 1 0 0万 円

７人以上 1 0 0 万 円 1 2 0万 円

10人以上※ 1 2 0 万 円 1 3 0万 円

45円
コース

45円以上

１人 4 5 万円 8 0万円

２～３人 7 0 万 円 1 1 0万 円

４～６人 1 0 0 万 円 1 4 0万 円

７人以上 1 5 0 万 円 1 6 0万 円

10人以上※ 1 8 0 万 円 1 8 0 万 円

60円
コース

60円以上

１人 6 0 万円 1 1 0万円

２～３人 9 0 万 円 1 6 0万 円

４～６人 1 5 0 万 円 1 9 0万 円

７人以上 2 3 0 万 円 2 3 0 万 円

10人以上※ 3 0 0 万 円 3 0 0 万 円

90円
コース

90円以上

１人 9 0 万 円 1 7 0万 円

２～３人 1 5 0 万 円 2 4 0万 円

４～６人 2 7 0 万 円 2 9 0万 円

７人以上 4 5 0 万 円 4 5 0 万 円

10人以上※ 6 0 0 万 円 6 0 0 万 円

助成上限額

870円未満 9/10

870円以上
920円未満

４/５(9/10)

920円以上 ３/４(4/5)

（ ）内は生産性要件を満たした事業場の場合

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる

場合に対象になります。

▶ 事業場内最低賃金である労働者

▶ 事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者

が「引き上げる労働者」に算入されます。

（ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。）

＜例：事業場内最低賃金900円の事業場で30円コースを申請する場合＞

Ａ：事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入可

Ｂ：申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可

Ｃ：Ａに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上

げているので、算入可

Ｄ：既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

助成率

「引き上げる労働者数」の数え方

①
賃金
要件

申請事業場の事業場内最低賃金が920
円未満である事業者

②
生産量
要件

売上高や生産量などの事業活動を示す

指標の直近３か月間の月平均値が前年、

前々年または３年前の同じ月に比べて、

15％以上減少している事業者

③
物価
高騰等
要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環

境の変化等の外的要因により、申請前

３か月間のうち任意の１か月の利益率

が前年同月に比べ３％ポイント※以上

低下している事業者

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセン

トで表された２つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、②・③に該当する場合は、
助成対象経費の拡充も受けられます。

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。

（ただし、業務改善助成金では、雇入

れ後３か月を経過した労働者の事業場

内最低賃金を引き上げていただく必要

があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域

別最低賃金（国が例年10月頃に改定す

る都道府県単位の最低賃金額）と同様、

最低賃金法第４条及び最低賃金法施行

規則第１条又は第２条の規定に基づい

て算定されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用

環境・均等部室または賃金課室までお

尋ねください。



助成対象経費の拡充

特例事業者のうち、②生産量要件または③物価高騰等要件に該当する場合、助成対象となる生産性向上

に資する設備投資等として認められていないパソコン等や一部の自動車も助成対象となります（パソコ

ン等は新規導入に限ります）。

また、生産性向上に資する設備投資などに「関連する経費」※も、この設備投資等の額を上回らない範囲

で助成対象となります。

デリバリーサービスを行っている飲食店が、機動的に

配送できるようデリバリー用３輪バイクを導入

＜生産性向上に資する設備投資等＞

デリバリーサービスを幅広く周知す

るための広告宣伝を実施

＜関連する経費＞

生産性向上に資する設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画で計上された経費を指します。

※「関連する経費」とは

助 成 対 象 経 費
一般
事業者

特例事業者
（②・③のみ）

助 成 対 象 経 費 の 例

生産性向上に資する設備投資等 〇 〇 リーフレットのオモテ面をご覧下さい。

生産性向上に資する設備投資等のうち、

• 定員７人以上または車両本体価格200万

円以下の乗用自動車や貨物自動車

• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺

機器の新規導入

× 〇

生産性向上に資する設備投資等に

「関連する経費」※
× 〇

広告宣伝費（チラシの制作費）、改築費（事務室等の拡大）、
汎用事務機器や什器備品（机・椅子等）の購入など

助成対象経費の具体例

助成対象経費の具体例は、「生産性向上のヒント集」や厚生労働省ウェブサイトに掲載されています。

生産性向上のヒント集 検 索



注意事項・お問い合わせ等

業務改善助成金 検 索

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象となりません。

• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低

賃金の引き上げに取り組む方に、設備

資金や運転資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日

本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ

ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

（R５.４.1）

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

• 事業完了期限が、2024（令和６）年２月28日※になりました。

※やむを得ない事由がある場合は2024（令和６）年３月31日とすることも可能です。

• 事業完了後に行う事業実績報告と支払請求の手続きを一本化し、 手続きを簡便にしました。

助成金支給の流れ

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。

労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。

事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審

査を経て、助成金が支給されます。

注意事項

昨年度からの変更点

参考ウェブサイト

• 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」

最新の要綱・要領やQ&A（「生産性向上のヒント集」）、

申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲載しています。

• 最低賃金特設サイト

全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、

サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引き上げに向けた取

組事例などを紹介しています。

お問い合わせ

最低賃金特設サイト 検 索

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 8:30～17:15）

交付申請

交付申請書・事業実施

計画書等を

都道府県労働局に提出

交付決定

交付申請書等を

審査の上、通知

事業の実施

申請内容に沿って

事業を実施

（賃金の引き上げ、設備の

導入、代金の支払）

事業実績報告

労働局に事業実績報告

書等と助成金支給申請

書を提出

交付額確定と助成金支払い

事業実績報告書等を審査し、

適正と認められれば交付額の確定

と助成金の支払いを実施

助成金受領

ここで助成金が

振り込まれます


